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 我妻 昇議員の質問 

 

 

○町田義昭議長 次に、順位８番、議席番号３番、

我妻 昇議員。 

  （３番我妻 昇議員登壇） 

○３番 我妻 昇議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 統一地方選挙が間近に迫り、何かと気ぜわし

い時期を迎えているところでありますが、この

たびご勇退を表明されている先輩議員の皆様に

おかれましては、長きにわたり長井市の発展に

貢献されてこられました。そのご功績に対し、

感謝と敬意を表するものでございます。立場は

多少変わるかもしれませんが、長井を思う気持

ちは変わらないと存じますので、今後もご尽力

賜りますようにお願いを申し上げる次第でござ

います。 

 さて、このたびの一般質問におきまして通告

しております質問は、大きく３点であります。

順次ご答弁をお願いをいたします。 

 最初の質問は、本町の街路事業についてであ

ります。正確には都市計画道路粡町成田線の街

路事業と言うべきだと思いますが、なじみがあ

り、わかりやすいので本町の街路事業と言わせ

ていただきます。 

 この事業は、長年の間、長井市の重要事業と

して、県や国に強く要望をしてきました。いわ

ば長井市の悲願でしたが、小泉政権のときにお

いては、国の公共事業が大きく削減された折に

は、半ば絶望視された感がございました。しか

し、昨年の平成22年に事業採択を受け、丈量測

量にまでこぎつけることができました。平成28

年度の完成に向けて、来年度はいよいよ用地買

収が始まろうとしております。 

 先日の市長答弁にもございましたが、これは

まさに奇跡的事業採択だったと私も思っており

ます。だからこそこの事業は、長井市の将来の

ため、幸せを実感できるまちの実現のため、人

口減少に歯どめをかけるためにも大切な事業で

あり、逆を返せば、長井市や長井市民の頑張り

が試される事業でもあると言えるのではないで

しょうか。 

 本町・中央まちづくり協議会が基本理念に掲

げるお母さんと子供に優しいまちづくりが一日

も早く現実のものとなり、全国に誇れる元気な

まちへ発展することを願いながら、以下質問を

いたします。 

 街路事業の概要と、現在の進捗状況はどのよ

うなものか、建設課長にお聞きをいたします。

４日の一般質問でも触れられましたので、簡潔

にお願いできれば幸いです。 

 また、街路事業は、市としての負担が少なく

て済む大変ありがたい事業となっておりますが、

長井市として独自に取り組む付随事業は考えて

いるものでしょうか。長期的に見れば、投資に

十分見合う効果が期待できると思いますが、い

かがでありましょうか。市長にお聞きをいたし

ます。 

 次に、ヨークベニマルの今後についてであり

ます。 

 ヨークベニマルは長井市の中心に位置し、市

民生活の一部であり、商店街の振興に大きく貢

献してきましたが、近く撤退するのではないか

という話が以前から持ち上がっております。施

政方針の中では、商工振興課の新設により、ヨ

ークベニマルの存置に全力を挙げてまいります

とあります。しかしながら、先週の４日の市長

答弁の中で、平成24年度に撤退が決まったかの

ような発言があったと思いますけれども、本当

のところはどうなのでしょうか。ヨーク側の要

望、タウンセンター側の要望、市としての希望、

それぞれの間にはどのような差があるのでしょ

うか。もしもヨークベニマルが撤退を決めた場

合、タウンセンターという建物だけが残ってし

まいます。街路事業の目玉として、市として整
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備できないものか、市長にお伺いするものでご

ざいます。 

 次に、タウンセンターの整備が可能であると

仮定して話をさせていただきます。 

 子供からお年寄りまで輝くことができる場を

創設してはどうかということであります。 

 タウンセンターが空きビルとなってしまった

らどうなってしまうのでしょうか。街路事業や

中心市街地の活性化などで長井市が元気になろ

うとしているやさき、水を差すようなことでは

いけないと思います。長井市の中心である駅前

や本町通りに足りないものは何かともし私が聞

かれたならば、公共施設と答えます。特に市民

の皆様が気軽に集えるコミュニティ施設のよう

なものです。 

 そこで１つ取り上げたいのが、子育て支援セ

ンターです。長井市では「まざーれ」の愛称で

親しまれておりますが、生涯学習プラザ東側に

建設される予定の運動公園が完成した際には、

移動する方向で検討しているというふうに伺い

ました。もしそれが本当ならば、タウンセンタ

ーに移動させ、より便利に快適に子供たちが伸

び伸び遊べる空間として整備してはいかがでし

ょうか。 

 数年前、新庄市の中心部にまちづくりの研修

に行ったことがあります。そこには、「こらっ

せ新庄」という行政と民間が協力して運営して

いるビルがありました。旧ダイエーが撤退して

２年ほど手つかずとなった空きビルだったそう

です。２万人以上の署名運動がきっかけとなり

再開発して、子育て、医療、福祉、健康増進、

趣味の場として生まれ変わっていました。 

 １階はチャレンジショップと地場産品の販売

などのショッピングフロア、２階は医療機関と

レストラン、３階は介護つき高齢者専用賃貸住

宅、４階が子育て支援センターと趣味の場、５

階にはフィットネスクラブがあります。まさに

子供からお年寄りまで元気に輝いていました。

本当に２年も空きビルだったのかと疑ってしま

う変貌ぶりでありました。 

 タウンセンターもこうした空間を目指せない

ものでしょうか。長井市が所有するビルではあ

りませんので、もちろん勝手なことは言えませ

ん。家賃や光熱費、改修工事などで相当な費用

もかかると思いますが、タウンセンターの整備

と子育て支援センターの移設が可能かどうか、

市長に伺いたいと存じます。 

 また、福祉事務所長には、子育て支援センタ

ーの現状と利用者の声、委託先であるＮＰＯま

ごころサービスさんからの要望についてなど伺

い、加えて今後の方針などがあればお聞かせ願

いたいと思います。 

 ２番目の質問に移ります。市民のための窓口

についてであります。 

 私は過去に、窓口延長、土日開庁などについ

て何度か取り上げてまいりました。しかし、簡

単にできるものではないというのが現実であり

ました。年間の電算システム契約により、契約

日数を超えるシステム稼働には経費が多くかか

ってしまうこと、当時の職員の勤務体制では対

応が難しかったこと、警備上の問題、光熱費も

かかること、サポーター制度などの外部への委

託は守秘義務や市民感情を考慮すれば妥当でな

かったことなどの答弁をいただいたと記憶して

おります。 

 しかし、電算システムのアウトソーシングが

運用されている現在において、状況は少し変わ

ってきているのではないかと思っておりますし、

時差出勤や休日出勤など柔軟な勤務体制を構築

すれば、対応できるのではないでしょうか。 

 退職者再任用制度を活用するとか、一部業務

を委託するなどして、窓口延長や土日開庁の再

検討をすべきではないかと思うのですが、市長

はいかがお考えでしょうか。 

 市民課長からは、窓口の現状や市民の要望、

課題などをお聞かせ願いたいと思います。 
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 窓口延長と同時に、ワンストップ窓口につい

てもご検討すべきではないでしょうか。ワンス

トップといっても、すべてのことが１カ所で済

むような万能な窓口は不可能だということは認

識しております。どのようにイメージすればよ

いのか、提案している私も定かではなく申しわ

けないのですが、ぜひ検討していただきたく質

問させていただきます。 

 血の通った、心の通った市役所を目指します、

３Ｓ運動で明るく笑顔あふれる市役所を目指し

ますと鋭意努力されていらっしゃると思います。

笑顔で対応してくれたという市民の声も聞きま

したので、とてもよいことだと思っております。 

 しかし、このたび、福祉事務所が福祉生活あ

んしん課と子育て支援課の２つに分かれること

が提案されており、そうなれば今までとは違っ

てしまい、あるいは縦割り行政の悪い部分が出

てしまい、市民が戸惑ってしまうことにならな

いかという不安がよぎります。そうならないよ

う、さらに努力をしなければならないと思うの

ですが、より問い合わせが集まりやすい市民課

では、ワンストップ窓口についてどう考えてい

らっしゃるのか。 

 何でも気軽に聞くことができる窓口、優しさ

を感じられるような窓口を目指す上で、何でも

聞いてくださいと書かれた卓上のぼりを置くの

も一つだと思いますし、総合案内の担当をわか

りやすく配置するというのも一つではないかと

思います。ワンストップ窓口というと、経費が

かかりそうな、場所をとってしまいそうな気が

しますが、そうではなくて、お金をかけない取

り組みを期待したいと思いますが、市民課長、

いかがでしょうか。 

 次に、母子手帳発行の問題点について質問い

たします。 

 窓口延長や土日開庁の検討とともに、ぜひ改

善の検討をすべきだと思っているのが、健康課

の窓口であります。子育てガイドブックを拝見

いたしますと、母子手帳の交付手続は月曜日と

書かれております。また、お昼の時間帯は避け

てくださいと担当の職員から言われたという妊

婦さんがいらっしゃいました。このような状態

は問題ではないでしょうか。 

 近年の経済事情や生活スタイルの変化で、出

産直前まで働かざるを得ない状況にある女性が

長井市にもたくさんいるのではないでしょうか。 

 健康課では、妊婦さんの負担が少ないよう、

さまざまな工夫をしていらっしゃると思います。

そのあらわれとして、時間の制限をしているの

かもしれません。しかし、もう一工夫して市民

の側、妊婦さんの側に立った交付手続ができな

いでしょうか。 

 現在の交付状況と課題について、健康課長に

お伺いします。 

 今後このような状況を改善することができる

かどうかを市長にお伺いするものでございます。 

 ３つ目の質問は、国保税の値上げはどうして

も避けられないものかであります。 

 国民健康保険特別会計の基金が枯渇するなど

の理由で、このたび、国保税の値上げが提案さ

れておりますが、これはどうにかして避けるこ

とができないだろうかと考えております。低所

得者への軽減策もありますので、値上げ幅が大

きい世帯は少ないと思われますが、たとえ少額

だとしても、このような景気が低迷する中で、

特に収入が少ない世帯が多い国保加入者の税額

を上げることには納得できないのであります。 

 このままでは特別会計が破綻してしまうとい

うことは十分に理解しております。特別会計を

維持するには、加入者の負担を上げるか、医療

費を抑制するか、一般会計からの繰り入れを増

額するかなどの方法があるかと思います。加入

者の負担を最初に考える前に、一般会計からの

繰入額の増額を考えるべきではないでしょうか。

いただいた資料を見ますと、特別会計の総額に

対する一般会計繰入額の割合は、県内でも低い



 

―１２２― 

＋ 

＋

＋

＋

方であると思うのですが、いかがでありましょ

うか。もう少し繰入額を増額するとか、あるい

は繰り入れと加入者負担の両方を少し半分ずつ

増額するとか、少しでも加入者の負担がかから

ないような検討ができないでしょうか。 

 また、常任委員会協議会でいただいた資料に

よりますと、ここ10年で長井市の医療費の伸び

が県内トップであることがわかりました。した

がって、医療費抑制策を早急に実行すべきだと

思うのですが、いかがでしょうか。既に山形市

では、ジェネリック医薬品の購入を促すための

差額通知を実施しているようです。長井市では

どうお考えでありましょうか。 

 市民課長には、国保会計の現状と医療費抑制

策にどう取り組んでいらっしゃるか、市長には、

一般会計から特別会計への繰り出しの増額が可

能かどうかをお聞きし、壇上からの質問といた

します。 

 ご清聴ありがとうございます。（拍手） 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻 昇議員のご質問にお答え

いたします。 

 大きく３点いただきました。 

 まず最初の、本町の街路事業についてでござ

いますが、これは私が答える部分と、建設課長、

あるいは福祉事務所長、答える部分と、それぞ

れ今いただきましたけれども、ちょっとすぐに

判断できない部分もあるもんですから、その辺

は答弁の中でもし漏れておりましたらご指摘を

いただきたいと思います。 

 まず最初に、大まかに私が答えなきゃいけな

いのは、市の単独部分で考えていることは何が

あるんだということでございますが、タウンセ

ンターとヨークベニマルと、あと市のそのかか

わりの中で、今後どういうふうにして中心市街

地を活性化するかということだと思いますけれ

ども、このたび、ヨークベニマルが、まずは契

約上は平成24年７月に一応今の契約の期限切れ

になっておりますが、22年度におかげさまでま

ずは県の採択を受けたということから、ヨーク

ベニマルとしては中心市街地に残るという意思

を表明されておりまして、私も、昨年２回ほど

本社から役員の方がいらっしゃいまして、協力

要請等を受けております。私どもとしても、ぜ

ひ市としてやれるだけのお手伝いはさせていた

だきたいので、ぜひ残っていただくようにお願

いしているところでございます。 

 また、タウンセンターについては、自主的な

所有者になるのかどうかですが、関係する金融

機関の理事長さん始め、役員の皆さんと意見交

換なども昨年しております。 

 その中で市はどういうふうに考えていくかで

すが、まずヨークベニマルは、昨年私が話しま

した内容ですと、タウンセンターの中で営業す

るには改修をしないともうもたないんだそうで

す。これはちょっと正確には言えないもんです

から語弊があるかもしれませんが、相当の改修

にお金がかかると。ヨークベニマルとしては、

そこに、タウンセンターに残ってお金をかけて

営業をするよりは、外に出たいというような意

思があるようです。 

 一方で、タウンセンターとしては、今度メー

ンのヨークベニマルさんが出られますと、我妻

議員からご指摘のように、あそこの運営をして

いくことが非常に難しくなるということでござ

いますので、そこで、市として条件が合えば、

以前にも、我妻議員も聞いていらっしゃると思

うんですが、いろんなところで私の要望ってい

いますか、希望形は申し上げています。という

のは、先ほど申し上げましたが、市役所本庁舎

はまだいいとしても、第２庁舎ですね。非常に

危ない施設。これは商工振興課、あるいは観光

振興課、農林課、農業委員会、建設課、まち・

住まい整備課が入るわけですから、それと教育

委員会、また上下水道課、保健センターの健康

課はしようがないのかなとは思っておりますが、
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そこの部分を少なくとも私、まとめないと、市

民にとっても不便ですし、あと残念ながら私と

しても、本当に大変ですよ。行けないですね。

ですから失礼な話ですけども、私の責任逃れじ

ゃないですけども、残念ながら目が届かない部

分がたくさんあって、これは反省しなきゃいけ

ない。 

 そういった部分で応援するということと、我

妻議員からありましたように、子育て支援セン

ター、いずれ、今場所を借りているわけですが、

本来の目的ではありませんので、一番いいのは

中心市街地の中にそういったものがあればいい

だろうというふうに思っていますんで、そこの

部分。 

 あとは、図書館もなかなか新設は難しいと思

うんですが、いわゆる子供たちの図書館の部分

がないんですね。それを今の図書館では設ける

ことができませんので、もしあそこの施設を条

件が合って借りることができる、あるいは所有

することができるんなら、ぜひそういったこと

で考える、検討することができるんじゃないか

なというふうに思っているところでございます。 

 なお、先ほど大道寺議員のご質問の中でもい

ろいろありましたが、財政の中期展望をいろい

ろ考えますと、なかなか難しいんですが、鶴岡

市でも決断したようでございますが、文化会館

とかですね、もう相当な投資になるわけです。

それから、幸町の市民総合グラウンド、野球場

も含めて、そういったいろんな投資が出てまい

りますので、そういったところを多角的に検討

しながら、行財政改革推進委員会の方からも答

申いただくことになっていますんで、検討して

まいりたいと思いますが、我妻議員がご指摘の

部分は私も賛成でありますので、ぜひこれから

もいろいろご指導いただきたいと思います。 

 ２点目の市民のための窓口についてでござい

ますが、窓口延長はできないのか、あるいはワ

ンストップ窓口を進めてはどうかということで、

これも全く我妻議員と私も考え方同じでござい

まして、何としてもここはやりたい部分なんで

す。特にこれは毎週とかというのは難しいとし

ても、月１回か２回、やっぱりなかなか来れな

い方もいらっしゃいますので、土曜日か日曜日、

半日だけでも窓口を開く。あるいは、今は週１

回月曜日ですね、６時まで延長しておりますが、

それをまたさらに１時間ふやすとか、そういっ

たことができないかということを検討していま

す。 

 あと、ワンストップ窓口についても、平成19

年に須賀川市の方に、福島県の方にやっている

ところがありますので、市民課の職員とか管理

職を視察に行ってこさせたり、いろんな全国の

事例などを調べさせました。ワンストップサー

ビスは、随分私ども長井市が、調べてみたら、

かなり効率化はしているということがわかりま

した。しかし、施設といいますか、役所の制約

上、場所が狭くて、あと健康課も本当は市民課

と健康課と福祉事務所と、子育て支援課と福祉

生活あんしん課ですね、これも一体なんですけ

ども、健康課がやっぱり入る余地がない。あと

は１階の窓口のところに例えば税務の部分と、

あと会計の部分を入れたいんですけども、スペ

ースがないんですね。そういったことがあって

難しいということで、19年からやっております

が、職員が、ずっと朝から晩までということで

はないんですけども、市民の皆様が何をしたら

いいかわからないときに案内係がおりまして、

いろんな質問に答えたり、あるいは具体的にそ

の事務処理の部分でお手伝いしたりとか、そう

いうようなことを今やっているところでござい

ます。 

 もう少し十分な体制がとれれば、これももっ

とより市民の皆様に喜んでもらえるような対応

をとれるはずなんですが、職員が本当に足りな

くて、それからやっぱり今これだけ過度のスト

レス社会になりますと、市民の皆様でもやっぱ
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り対応が悪いともちろんおしかりになるわけで

して、それらに対して今度職員がうつになって

しまうとか、そういったことがたくさんありま

す。ですから、職員はある程度覚悟しなきゃい

けない。しかし、今の状況の中で、さらに時間

外にしろ、もっとやれと、土日も出てこいとい

うのは、状況を見ながらやりたい。 

 しかし、我妻議員がおっしゃるとおりであり

ますので、これからも努力を続けたいと思いま

す。 

 あと、母子手帳の発行についてでございます

が、これについては健康課の方が市民課のよう

に、例えばお昼の窓口が交代制になっていれば

いいんですが、やはりお昼といいますと、その

職員のお昼の時間の保証ができなくなるわけで

すね。そうしますと、午後にいろんな会議が入

っていたり、いろんなことがありますので、こ

れらについてはやはり市民の皆様からのお昼じ

ゃないとだめだという方もあるはずですんで、

そこは臨機応変に対応するようにということを

改めて指示したところでございますが、やっぱ

り市民の皆様も職場の状況もある程度ご理解を

いただきながら、至らない部分についてはおわ

びしながら、ただ今後前向きに検討してまいり

たいと思っています。 

 最後に、国保税の値上げはどうしても避けら

れないのかという質問でございますが、我妻議

員の方からもご指摘ございましたように、国保

税といいますか、国民健康保険というのは、今

の時代になりますと制度的に悪い部分が、欠点

の部分が特に目立つようになってきたというの

が私の率直な感想であります。ですから、かつ

て高度経済成長のように、給与が上がったり、

あるいは定年退職の方がどんどんいるような状

況じゃなくて、生産年齢人口が多いときは、こ

れはよかったんでしょうけども、今、我妻議員

も聞いていらっしゃると思いますが、国保税の

３分の１の方は非課税であります。ですから３

分の１の方が払う必要がないわけですよ。なお

かつその３分の２のうち、ある一定部分の人が

支えているみたいな制度です。これはもう国と

して制度設計をし直していただくような状況に

なっているんだろうと思います。 

 ご質問のことでございますが、市としても一

般会計の繰入金をふやして、税は上げたくない

です。もう実はこれは３年前、４年前ぐらいか

ら上げないともたないというようなことが言わ

れていました。その医療費が上がった理由とい

うのは、実は市民にとってはいいことなんです

ね。個人の開業医が非常にふえたと。この10年

間で長井の市立病院が公立置賜長井病院、公立

置賜総合病院になりましてから、産科がないん

ですね。婦人科がないのはちょっと、これ何と

か頑張んなきゃいけないと思っていますが、そ

れ以外はもうすべてあると。これはすごく市民

にとってはありがたいことなんですね。結果と

して、利用しやすいもんですからふえたと。で

すから、議員おっしゃるように、ジェネリック

とか、そういったところを先生方にもお願いし

たいわけですが、ただジェネリックはジェネリ

ックで、やっぱり医師の、先生方の考え方がい

ろいろあるもんですから、やっぱりリスクが伴

うということでございます。 

 市税については、結局国保税の方だけが納め

ているんじゃないんですね。社会保険加入者、

社会保険料を納めて、市からの税金から国保に

繰り入れれば、そういった意味では公平な税負

担から離れてしまうという課題がありますので、

赤字補てんはしないようにというふうに国から

の指導もされてございます。また、県内で国保

会計の赤字補てんを行っている市町村は、昨年

度までで全くないと、ゼロという状況でござい

まして、税務課に可能な限り収納率を上げても

らうように努力していただき、国保税の収納率

とその公平な負担を確保していきたいというふ

うに思っております。 
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 法定の範囲内でできるだけ国保に繰り入れる

よう努めていかなきゃいけないというふうに思

っておりますので、ぜひご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。以上でございます。 

○町田義昭議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 我妻議員のご質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 私は、本町の街路事業の進捗状況というよう

なことでお答えさせていただきたいと思います。 

 都市計画道路粡町成田線街路事業につきまし

ては、今年度山形県の採択を受けまして、丈量

測量や概略設計を行っておるところでございま

す。 

 また、都市計画道路粡町成田線とあわせて駅

前通りの長井駅海田線の交差点につきましても、

右折レーンがとれるよう幅員などを見直ししま

して、都市計画道路の変更を行っております。 

 この街路事業は、都市交通の円滑化、安全安

心な交通空間の確保、観光、交流機能の強化、

地域の商業機能強化などによる中心市街地の魅

力あるまちづくりを進めることを目標といたし

まして、延長約380メートル、幅員16メートル、

交差点部18メートルになります。両側歩道3.5

メートルとして計画されているところでござい

ます。 

 事業予定年度は、今年度、平成22年度から平

成28年度の７カ年の事業期間として計画されて

おります。平成23年度につきましては、国の事

業認可を受けまして、補償物件調査、用地補償

に入る予定となっております。平成24年度から

は本格的に用地補償を行いまして、平成27年度

から道路や歩道の工事に着手しまして、平成28

年度に完了する見込みとなっております。 

 また、この粡町成田線周辺の関係者で組織し

ています本町・中央まちづくり協議会では、本

町大通りと中央十字路を中心とした区域が明る

く住みよく活力に満ちたまちに発展するための

まちづくり活動を推進しておりまして、平成18

年には本町・中央まちづくり協定を合意してお

ります。また、平成20年には本町・中央まちづ

くり計画書を策定しております。 

 今年度の活動としましては、街路事業に着手

になったことを受けまして、まちなみ形成委員

会を組織しまして、道路やインフラ整備、各種

プロジェクト、駐車場、個々の店舗の建てかえ

などについて検討していただいております。よ

りよいまち並み形成や中心市街地の活性化策に

取り組んでいただいているところでございます。

以上でございます。 

○町田義昭議長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 ご質問にお答えを申し

上げます。 

 子供からお年寄りまで輝くことのできる場を

創出してはどうかということで、子育て支援セ

ンターの現状、利用者の声、まごころサービス

からの要望、今後の方針ということでございま

す。 

 子育て支援センターについては、平成21年９

月に公立置賜長井病院から生涯学習プラザに移

転をしました。施設も広く、環境もよいことか

ら評判がよく、多くの方に喜んで利用していた

だいております。 

 利用状況は、21年度１年間でお子さんが

5,123人、保護者が4,960人、合計１万83名の利

用がございました。開放日数が226日でござい

ますので、１日平均45人の方が利用されて大盛

況でございます。現在はもっと上がっているよ

うでございます。特に保護者のうち31％、

1,573名の方が祖父母でございまして、まさし

く子供からお年寄りまでの交流の場ということ

になっております。 

 利用者の声でございますが、生涯学習プラザ

は中庭の芝生があって外遊びができるので評判

がよいということでございます。また、中央地

区から離れましたが、来られなくなった方が若

干でございまして、みんな車でおいでになるよ
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うでございます。１日30組、60人も遊んでいる

ときもございまして、ゼロ歳児が多くなってい

ることから、２歳児が遊んで騒いでいるのでゼ

ロ歳児と分離できないかというふうなお話がご

ざいます。 

 また、ＮＰＯまごころサービスからの要望で

ございますが、育児サークルというお母さん方

の活動の研修するスペースがあればよいなと。

あるいは老人福祉センター内でのサポートサー

ビスセンターで一時預かりをしているわけです

が、子育て支援センターに併設されたらよいと

いうようなお話をいただいています。 

 今後の方針でございますが、生涯学習プラザ

のふるさと学習室の使用の協議をした際に、26

年度までに運動公園整備を予定しているため、

乳幼児の安全性に支障が出るので、今後ほかの

施設の使用について検討されるよう、長井市置

賜生涯学習プラザ運営審議会からのご意見をい

ただいているところでございますので、長井市

が所有するほかの施設の使用状況を踏まえなが

ら、乳幼児の安全性の確保の視点から再度検討

してまいりたい、こんなふうに思っております。

以上でございます。 

○町田義昭議長 宇津木正紀市民課長。 

○宇津木正紀市民課長 私の方から、市民のため

の窓口についてというまず１点からご説明した

いと思います。 

 １つ目の項で、窓口延長はできないかという

ことで、私の方からは、現状と市民の要望、そ

れから課題などについてお答えさせていただき

たいと思います。 

 まず、一昨年の４月から電算システムの共同

アウトソーシングの開始によりまして、時間外

に業務を行って経費がかからなくなったという

ことはご案内のとおりでございます。時間外の

利用の状況でございますが、毎週月曜日の６時

まで開庁してございますが、利用者は平均１回

について４人ほどの利用となっております。 

 それから、去年の末、平成22年年末におきま

しても午前９時から３時まで開庁しましたが、

このときは12月29日、それから30日ともに７件

の利用でした。 

 昨年度につきましては、共同アウトソーシン

グの最初の年ということだったので、転入転出

の方の帳票の書き方、ふなれな点あったもんで

すから、繁忙期、年度末ですね。21年度の年度

末の繁忙期に開庁したときは８時半から５時15

分まで、このときは25件の時間外の受付をした

ところでございました。 

 市民の要望でございますが、窓口に対しては

言いにくいのか、ほとんど寄せられておりませ

ん。また、市民の方がご参加しています市政座

談会の方の要望にも余り上がってこない、ほと

んど上がってきていないというのが実情ですが、

ちょっと古くなるんですが、平成17年の10月か

ら12月まで、窓口のアンケートをしたときに、

この延長のアンケートを行った記録の資料がご

ざいました。このときは132人の市民の方に協

力いただきました。内容は、おおよそでござい

ますが、窓口延長の要望が33.3％、現状のまま

でよいが31.1％、白紙が32.6％でございました。

土曜日曜実施の要望がございましたのは、全体

の11.3％でした。 

 課題として我妻議員ご提案いただいたんです

が、まず課題の一番大きいのは、一部業務委託

かなというふうにとらえております。これは指

揮命令系の問題があるのではないかというふう

なところで認識しているところでございます。 

 あとは、やはり昨年度の高齢者の戸籍消除で

問題になりましたが、やはり信頼性ですね。市

民のこの戸籍住民基本台帳に対する信頼を大切

にしたいなという、ここも課題だなというふう

にとらえております。 

 あと、先ほど市長も申しておりますが、人員

体制ですが、現在ぎりぎりの人員体制で昼休み

と、あと月曜日開庁しておりまして、やはりこ
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ちらも人事構成にばらつきありまして、ベテラ

ンと新採、若い職員が多くて中堅が少ないとい

うことで、ローテーションの方の組み方に苦慮

しているところでございます。やはり職員体制

をしっかりしてから実施していただきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

 次のワンストップ窓口でございますが、庁舎

が分散しているということが最大の課題であろ

うというふうに思います。20年度に生活環境係

が市民課に第２庁舎の方から移動してきまして、

やはり一緒にいればそれだけ市民のお客様の移

動する手間が省けて、非常にワンストップサー

ビスに近づけるものだと思いますが、何せ庁舎

の関係でいろんなところに分散しているという

ところがネックであろうと思いますが、できる

ところからやっぱりこのワンストップサービス

に近づけるという、まず職員の意識向上が大切

ではないかというふうに考えております。積極

的にロビーの方に出まして、お客様に、待つん

じゃなくて、出て、いろんなことを丁寧にお聞

きするということで、市長の方からもこの点評

価いただきまして、市民課の職員に伝えたとこ

ろ、非常に励みになっていますので、これから

もぜひ積極的に声がけしていきたいということ。 

 あと、総合案内の問題ですが、やはりできる

だけいろんな部署を職員が覚えて、笑顔でご案

内できるような研さんを積むべきだなというふ

うに思っております。 

 それから、卓上のぼりはそんなに経費もかけ

ずに行えるというふうに思っております。市民

の方が気軽に窓口に立ち寄れるような、小さな

のぼりであってもほのぼのとしたものをつくり

たいなというふうに検討をしていきたいという

ふうに感じたところでございます。 

 ２つ目の項の国保の関係ですが、私の方から

は国保会計の現状と医療費抑制策ということで

どう取り組んでいるかということでございます

が、まず現状としては、近年の医療費が大幅に

伸びているということ、県内トップの伸びで非

常に大きな伸びになっておるということであり

ます。 

 次の問題点は、歳入の方の問題ですが、近年

の経済不況によりまして、国保加入者の被保険

者の所得が大幅に減少しているということ。そ

れから、平成22年度から実施されました、非自

発的に失業して国民健康保険に加入した方が、

前年の所得を100分の30しかみなさないという

軽減制度でございますが、これによりまして大

幅に調定額が減少しているということで、歳入

が減ってきているということと、医療費の増大

によりまして国保会計は非常に厳しい状況とい

うふうに認識しております。 

 あと、最後になりますが、医療費の抑制策は

２つかなというふうに思っております。保健事

業と、議員おっしゃるようなジェネリック医薬

品の勧奨というところが２つの大きな柱かなと

いうふうにとらえております。 

 保健事業については、特定健診がキーだとい

うふうに思っております。特定健診につきまし

ては、保険者が実施することになっております。

国保では健康課の方に予算を繰り出しまして実

施しておりますが、平成22年までは集団健診で

実施してまいりました。特定健診の受診率を向

上させるためには個別健診も必要であろうとい

うことで、平成23年度からは長井西置賜郡医師

会に個別健診を委託する予定でございます。こ

の事業を通しまして、病気の予防、早期発見に

努めてまいりたいというふうに考えております。 

 ジェネリック医薬品の勧奨でございますが、

先発医薬品の特許が切れた後に販売されたもの

がジェネリック医薬品でありまして、有効成分

や効果は同等だというふうにいわれております。

開発費用が安く抑えられるために、先発品に比

べまして３割から５割以上安いものもあるとい

うことでございます。 

 この勧奨のことでございますが、以前から情
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報はいただいていたんですが、読売新聞の３月

１日号によりますと、山形市で今年度ジェネリ

ック医薬品に切りかえて差額通知を発送しまし

たら、推定で5,000万円ほどの削減効果がある

だろうというふうに報道されております。県内

でこれに取り組んでいるのは山形市と高畠町の

２自治体だけで、新庄市の方も準備していると

いう情報を聞いたんですが、まだ新聞報道では

２自治体ということで記載されております。 

 長井市でもジェネリック医薬品の勧奨につい

て研究検討いたしまして、取り組む方向で進め

ていきたいなというふうに考えているところで

ございます。以上でございます。 

○町田義昭議長 松木幸嗣健康課長。 

○松木幸嗣健康課長 我妻議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 母子健康手帳の発行の問題点ということでご

ざいまして、母子健康手帳の発行曜日につきま

しては、議員ご指摘のとおり、子育てガイドブ

ック、さらに当方で発行しています保健カレン

ダーについても毎週月曜日というふうな記載に

させていただいております。これは、各種保健

事業の実施のスケジュール等を勘案しまして、

月曜日を原則として母子健康手帳の交付という

ふうにしていきたいというふうなことでやって

きております。また、交付時間につきましても、

お昼時間を避けるというような時間帯を保健カ

レンダーに記載していることも事実であります。 

 しかしながら、妊婦さんの都合によりまして、

月曜日以外の平日に申し込まれるケース、これ

についても柔軟に今対応をしているところであ

ります。数字的にいいますと、平成21年度で40

件、パーセントでいくと17％ほどになっておる

ようですが、こういった柔軟な対応もさせてい

ただいております。 

 また、時間帯の件でありますが、交付の時間、

おおよそ１回で15分から20分、人によって違う

場合があるんですが、このくらいかかります。

こちらのことについては医療機関に既に説明さ

せていただいておりまして、妊婦さんの都合に

よりお昼時間ということで申し込まれたケース

ついては対応していますし、また当日お越しに

なって健診事業があるような場合は、時間調整

をさせていただきながら対応をさせていただい

ているということでありますんで、柔軟な対応

を今後とも行っていきたいなというふうに思っ

ています。 

 ただ、議員ご指摘のようなケースを招いた原

因というのは、一つはやっぱり市民の皆さんへ

の説明の仕方といいますか、ＰＲというような

ことが欠けていた部分もあろうかなというふう

に思っていますので、今後機会をとらえまして

ＰＲ、市報等へのＰＲ等も検討していきたいな

というふうに思っています。 

 また、内部的には市民の皆さんへの要望への

対応なり、説明の仕方、サービスの向上の観点

から、今回のケースのようなものを一つの出来

事というような形でつかまえさせていただいて、

事例研究的なことを実施し、研修を重ね、職員

の資質を上げていきたいというふうに思ってい

るところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○町田義昭議長 ３番、我妻 昇議員。 

○３番 我妻 昇議員 ありがとうございます。 

 時間もないので、もうちょっと20分ぐらい余

裕が出るつもりでやったんですが。街路事業で

すけども、ヨークベニマルはやっぱりかなり核

というか、キーポイントですよね。市長、ちょ

っと言葉を濁さざるを得なかったのかどうかで

すけど、条件が合えば、条件が合えばというこ

とは、合いそうにないということですか。条件

が合いそうにない。 

（「タウンセンターのことか」の声あり） 

○３番 我妻 昇議員 ヨークベニマルが残る、

あるいはタウンセンター、あいたとしてもタウ

ンセンターを、例えば割合安く借りることがで
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きるとかっていうさまざまな条件が、条件が合

えばということを何か３回ぐらいおっしゃった

んで、条件合いそうにないのかなと。あるいは

ヨークベニマルが残る方向で今考えているんだ

けども、実は撤退も大分可能性としてあるとい

うことなのか、その辺の、言えるのか言えない

かがわからないんですけども、その辺の濁した

部分。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 どこまでお話ししていいのかちょっと判断に

迷うところですが、ヨークベニマルとしては、

あそこのタウンセンターじゃなくて、道向かい

の駐車場を中心としたところに店舗の面積を確

保できないかということで相談はあります。そ

うしますと、実際、店舗とか民家のご協力をい

ただかないと建てることができませんので、ち

ょっとそこで何とも言えない部分があるんです

が、あとは移転費用について市でもってくれと

いうこともありまして、そこはどういうふうに

決めるかというのはこれから次第だろうと。 

 あと、一方で、ヨークベニマルとしては、ま

ちなかのほかにもう１店舗ぐらい実は長井市に

出したいという意向があるようでございまして、

それについては大規模店舗法がコンパクトシテ

ィーという考え方で変わっておりますんで、長

井市の例えば本町のまちづくり方向に沿って協

力してくれるんなら、市としても協力したいと

いうことを申し上げています。 

 あとは、タウンセンターの方は相当やはり家

賃をいっぱいもらわないと入れさせてあげませ

んよと、こういうような方向になりそうだなと

思っています。年間で、億とはいわないまでも、

そのぐらいの賃料を払わないとあそこのあれは

使えませんというような、合わないと。数千万

円から億、億までいきませんけども、やっぱり

相当月何百万円の賃料ということでありますの

で、そこのところは市としては何とかしてあそ

こ、役所の関係と、あと子育て支援センターと

か入ったら最高だと思っていますが、しかし毎

月何百万円も払って年間数千万円もしなきゃい

けないとしたら、ちょっと大変なのかなと。で

すからそこを何とか折り合いつくようにお互い

ご協力いただいて、それだったらむしろ買わせ

てもらった方がいいだろうというふうにも思い

ますが、そこは具体的にぜひいろいろ交渉して、

あと議会の方からも、これは長井のもう一回顔

づくりであります。にぎわいづくりであります

んで、そういったところは前向きに検討したい

と思っています。以上です。 

○町田義昭議長 ３番、我妻 昇議員。 

○３番 我妻 昇議員 いろいろ交渉事は民間の

方の方が多分お得意だと思いますんで、大変つ

らいかと思いますが、やはり市長おっしゃるよ

うに、市役所の分散をまとめる一つの何かにな

るかもしれませんし、私が言うコミュニティセ

ンター的な部分になるかもしれませんので、そ

こを上手に、何とかあそこが人の集う、あのパ

ンフレット見ますと、集う、商うというのがあ

りますけれども、集って初めてお金が回るとい

うのがありますんで、それぜひ努力していただ

きたいなと思います。 

 子育て支援センターのことで、子供図書館な

んていう話もありましたけど、新庄市がすごく

頑張っていまして、施設、何か補助金で２億円

ぐらいどうにかしてとったんですね。国のお金

だと思うんですけども、２億円とって、５階建

てのビルを全面改装して、各階にそれぞれの目

的のフロアがあって、子育て支援センターなん

かもすごく広いんですよ。ヨークベニマルの２

階部分までは広くないんですが、あれの３分の

２ぐらいだと思うんですけど、かなり広いスペ

ースで支援センターあって、先ほどもちょっと

ちらっとあった高齢者の方が集う空間もあって、

そしてお父さん、お母さんがお茶飲む空間もあ

ってということで、非常に回っているんですよ
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ね。ちょうどよく回っているもんですから、ぜ

ひまちなかにそういうのがあればなというふう

な、今の場所が決して悪いというわけではない

わけなんで、いいという意見もありますんで、

ただ聞くところによると、もう手狭になってい

るということですので、人気があって、なんで、

やはりそういうことを総合的に今のうちからや

る必要があるなと。 

 市役所も、この建物そのものがまずどうする

のかという話もあるわけなんで、前にタスの話

ししてたときにちらっと、タスなんていうのも

候補の一つ。今回のタウンセンターなんかもそ

の一つなのかなと思いますけども、ぜひそこを

公共の施設、社会教育施設の整備計画をつくる

というふうに先週おっしゃっていましたんで、

そこはぜひ議会の方とも議論の場をつくってい

ただいて、何かしらの答えを出していくという

作業も必要ではないかなというふうに思います。

ご期待申し上げます。 

 それで、子育て支援センターのことでちょっ

と触れたくて、朝日町に子育て支援センター

「あさひ」というのが丸１年迎えて、すごく好

評だということで、私行けなかったんですが、

私の妻と息子が行ってきまして、そしたら登録

証をいただけるんですよ。ということは、だれ

でもいいんですよ。長井市の人であろうが、山

形市の人であろうが、朝日町の支援センターで

登録をして、すごくいい施設で、やはりそうい

う子供が遊ぶ空間にだれでも行けるということ

なんで、町外、朝日町外の方が盛んにいらっし

ゃっているようなんですね。そうすると、買い

物して帰るということで、いいことが連鎖する

という発想だと思うんですけども、ぜひ長井市

の支援センターもそういった発想にしないとい

けないんじゃないかなと。ただ、今の場所だと

手狭なんでなかなか難しいんですけども、飯豊

町や白鷹町から来た子供さんはお断りしている

という現状をお聞きしましたんで、そうですよ

ね。お聞きしていますんで、それではちょっと

何か寂しいかなというふうに思いますので、そ

この改善もぜひお願いしたいと思います。 

 窓口延長は、今のシステムの料金がかからな

いと。以前は時間外で稼働すると、例えば毎週

土曜日稼働しただけでも数千万かかるというよ

うな話があったわけですが、今はシステムのア

ウトソーシングでもうそういう時間外のシステ

ム料金の増額はないということなんで、あとは

人的なことをどうにか工夫してやってみたらい

いんじゃないかなと思います。使う人が少ない

んだと、利用する人が少なかったと、やってみ

たけれどもというのは、それは限定的であった

り、余り魅力がないから少ないんであって、も

ういつでも土曜日やっているよとか、平日毎週

１時間延長しているよということがもう常態化

すれば、必ず使う人がふえるし、便利だなとい

うふうに思っていただけると思います。ぜひそ

ういう意味で、経費が前よりはかからなくなっ

ておりますので、人的なことをクリアしていた

だければできる。その辺もう一回意気込みをと

いうか、検討していただくように、ぜひお答え

願います。 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員がご指摘のように、私

も議員のときに質問といいますか、意見を言っ

たことがあるんですが、実際利用者は少ないと

いうのは、やっぱり定着しないから少ないんだ

ろうと。これは我妻議員がご指摘のとおりだと

思っています。一番理想的なのは、例えばタウ

ンセンターに役所の一部が入って、そこに、１

階あたりはテナントあたりも入る可能性は十分

あるでしょうから、そういったところに窓口を

設ければいいのかなとは思います。 

 しかし、市の方も、基本的には人の問題です。

例えば国土調査を再開せざるを得なくて、そこ

でそっちに人を割かなきゃいけないとか、あと

こちらの方にやっぱり、福祉の方に人を割かな
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きゃいけない。市民課から、じゃあ今の人数１

人減らすかとか２人減らすかと、そういうこと

をやっている状況なんですね。 

 23年度からやるとはお約束はできないんです

が、ぜひ検討して、できるだけ早くそういった

利便性を図るような取り組みを考えていきたい

と思いますので、これからもいろいろご指導い

ただければというふうに思います。 

○町田義昭議長 ３番、我妻 昇議員。 

○３番 我妻 昇議員 もう時間もありませんの

で、ぜひご検討をお願いしますというふうにし

ておきます。 

 国保税のことなんですが、公平な負担がまず

大前提なんで、赤字補てんはできないと、それ

もわかるんですけども、23年度、24年度で、ま

ず当面やり過ごすというか、当面切り抜けなけ

ればいけないと。そして、25年度からは、これ

実現なるかどうかはわからないんですが、75歳

以上は県の広域化、30年度からは全体の広域化

というのが、まずはうたわれているというか、

どんどんおくれそうな気配ですけども、だとす

れば、まず当面23年度、24年度をしのぐ。そう

いう意味で、政策的に繰入額をふやす。ほかに

赤字補てんしているところはないというんです

けれども、例えば障害者部分の免税したときに、

その部分を補てんするという政策的なお金は入

っている自治体もあるんで、長井市は入ってな

いんじゃなかったですか。入っているんでした

っけ。入ってないですよね。そういうことであ

れば、政策的なお金をやることができるという

意味で、ぜひ検討していただきますようにお願

いを申し上げます。以上です。終わります。 

 

 

   散     会 

 

 

○町田義昭議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は明日午前10時といたします。ご協力あ

りがとうございました。 

 

 

    午後 ３時０１分 散会 


